
同行援護
○ 従事者要件

次のいずれかを満たす者

ア

イ

○ サービス提供責任者要件
次のア、イのいずれかを満たし、かつウを満たす者

ア 居宅介護サービスのサービス提供責任者資格要件を満たす者

イ 平成２３年９月３０日において、移動支援に３年以上従事した者
ウ

行動援護
○ 従事者要件

○ サービス提供責任者要件
次のいずれも満たす者

ア

イ

居宅介護サービスのサービス提供責任者資格要件を満たす者又
は、行動援護従事者養成研修修了者
知的障害者・精神障害者に対する直接処遇５年以上
（経過措置：２７年３月３１日までは、行動援護養成研修修了者につ
いては、３年以上の実務経験で足りる）

従事者要件に係る経過措置について

　次の事業においては、従事者要件として経過措置が設けられているが、平
成26年度中にその措置期限が到来する。
　特に同行援護については、研修の受講要件の経過措置が切れるので、同
行援護事業者におかれては、従事者の研修受講について特段の配慮をお願
いしたい。

同行援護従事者養成研修一般課程修了者
（経過措置：居宅介護従業者要件を満たす者については26年9月30
日までの間は当該研修を修了したものとみなす）

居宅介護の従事者要件を満たす者で、視覚障害者に対する直接処
遇１年以上

同行援護従業者養成研修応用課程修了者
（経過措置：２６年９月３０日まではアの要件を満たす者については、
当該研修を修了したものとみなす）

行動援護従事者養成研修修了者であって、知的障害者・精神障害
者に対する直接処遇が２年以上
（実務経験が1年以上２年未満の者については減算あり）


